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成果手当

成果加算  

成果手当はＳＡ～Ｄ評価、成果加算はＡ～Ｄ評価 

06夏季手当
2.4706+0.05615ヶ月

労働契約法・時間法制見直し案　争点と労使の見方

項目 内容 労働者側の見方 使用者側の見方
時間外労働
の削減

・月40時間を超える残業には1
日、75時間超では2日の「健康
確保の休日を義務付け
・月30時間を超える残業は割
増率を50％に引き上げ

そもそも日本の割増率は欧米
の水準に比べて低く、0時間か
ら引上げるべきだ

人件費がかさめば国際競争
に生き残れない。また、残業を
望む人が増えれば長時間労
働の抑制につながるか疑問

自立的労働 ・緩やかな管理で自主的に働
く人を、1日8時間の労働時間
規制からはずし、残業代の規
定を適用しない

不払い労働の合法化、過労死
の温床に

時間でなく成果で公平に評価
することができ、最優先で推進
したい

解雇 ・労使双方が金銭で迅速に解
決する仕組みを検討

カネで首切り合法化につなが
る。特に使用者からの申立て
は反対

トラブルがあった職場への復
帰は困難。労使ともコスト削減
になる

「朝日新聞」06.年6月14日

基準内賃金

ＮＴＴ 資格賃金 成果加算 地域加算

ＯＳ 資格賃金 成果加算 エリア調整手当
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06
夏
季
手

当
は
、
「二
・四

七
○
六
＋
○
・

○
五
六
一
五

カ
月
」。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
58
才

一
般
職
１
級

の
Ａ
さ
ん
の
試

算
に
よ
る
と
、

「
基
礎
額
（
基

準

内

賃

金

）

×

月
数
」×

一

○
○
％
か
ら
、

各
評
価
額
を

比
較
す
る
と
、

「
Ｃ
」
評

価
で

九
万
二
千
３

２
５
円
、
「
Ｄ
」

評
価
で
は
、

二
二
万
二
千
５
０
７
円
も
少

な
い
。
「
Ｂ
」
評
価
で
も
、
二
万

八
千
２
３
４
円
減
と
な
る
。

そ
の
「Ａ
」〜
「Ｄ
」の
差
額
は
、

三
二
万
４
５
５
円
に
な
る
。

コ
ン
シ
ュ
ー
マ
事
業
本
部
の
東

京
セ
ン
タ
ー
で
は
Ｓ
Ａ
評
価
・Ａ

評
価
は
殆
ど
い
な
い
。
評
価
の

面
談
で
課
長
に
聞
い
て
も
「こ

の
営
業
担
当
で
は
い
な
い
で
し
ょ

う
」
と
う
そ
ぶ
く
。
格
差
は
拡

大
の
一
方
だ
。

こ
う
し
て
、
年
収
は
１
９
９
９

年
を
ピ
ー
ク
に
年
々
下
が
り

続
け
て
い
る
。
６
年
で
１
６
２
万

円
下
が
っ
た
。

こ
れ
か
ら
毎
年
、
「
成
果
手

当
」は
年
２
回
、
「
成
果
加
算
」

は
、
年
１
回
評
価
さ
れ
る
。
格

差
は
一
層
拡
大
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
成
果
主
義
賃
金
は

労
働
者
に
、
①
競
争
を
煽
り
、

②
健
康
破
壊
を
も
た
ら
す
。

「小
泉
構
造
改
革
」は
、
「勝

ち
組
」と
「負
け
組
」を
生
み
出

し
て
る
。
そ
の
要
因
は
成
果
主

義
賃
金
に
あ
る
。
成
果
主
義

賃
金
を
止
め
さ
せ
人
ら
し
く

働
き
・生
き
続
け
る
賃
金
を
勝

ち
取
ろ
う
。

６
月
13
日
、
厚
労
省
は
労

働
政
策
審
議
会
分
科
会
で
、

「労
働
契
約
法
」と
労
働
時
間

法
制
の
見
直
し
の
素
案
を
発

表
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
①
日
本
版
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ

ン
で
あ
る
「
自
立
的
労
働
」
制

度
（１
日
８
時
間
の
労
働
時
間

規
制
か
ら
は
ず
し
、
残
業
代
の

規
定
を
適
用
し
な
い
、
と
い
う

も
の
で
、
日
本
経
団
連
は
、

「時
間
で
な
く
成
果
で
公
平
に

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
最
優

先
で
推
進
し
た
い
」と
し
、
そ
の

対
象
者
を
年
収
４
０
０
万
円

以
上
の
労
働
者
と
提
案
し
て

い
る
）
、
②
解
雇
に
関
し
て
金

銭
で
解
決
す
る
仕
組
み
、
を

作
る
と
い
う
も
の
。
去
る
３
月
、

「休
日
手
当
の
割
増
率
１
０
０

分
の
１
４
５
に
見
直

す
」と
会
社
説
明
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
「
労
働
契
約
法
」

が
成
立
す
れ
ば
、
１

４
５
に
見
直
そ
う
が

し
ま
い
が
、
何
ら
支

払
わ
れ
な
い
こ
と
と

な
る
。

こ
れ
に
よ

る
と
、
約
３
千
万
人

が
、
労
基
法
の
適

用
外
と
な
り
、
残
業
代
が
支

払
わ
れ
な
く
な
る
。

全
労
協
は
６
月
13
日
、
厚
労

省
に
対
し
、
①
自
律
的
労
働

時
間
制
度
（
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

イ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
）を
導
入
し

な
い
こ
と
、
②
整
理
解
雇
の
四

要
件
、
解
雇
権
乱
用
法
理
に

基
づ
き
解
雇
制
限
法
を
制
定

す
る
こ
と
、
③
解
雇
の
金
銭
解

決
方
式
の
導
入
を
行
わ
な
い

こ
と
、
④
労
働
関
係
法
規
が

非
正
規
労
働
者
の
雇
用
形
態

ご
と
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ

い
る
か
実
態
を
調
査
し
、
制
度

の
適
正
な
運
用
を
確
立
す
る

た
め
、
行
政
、
事
業
主
、
労
働

者
（非
正
規
労
働
者
の
代
表
）

で
構
成
す
る
「
非
正
規
労
働

者
の
労
働
環
境
に
関
す
る
懇

談
会
（仮
称
）」を
設
置
す
る
こ

と
等
を
要
請
し
た
。

今
年
４
月
か
ら
、
賃
金
制
度
が
改
悪
さ
れ

た
。
①
年
齢
給
、
50
歳
ま
で
の
定
期
昇
給
廃

止
、
「成
果
」を
上
げ
な
け
れ
ば
昇
給
し
な
い
、

「降
給
」も
あ
り
得
る
制
度
と
な
り
、
②
扶
養

手
当
は
、
「基
準
外
手
当
」と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
初
め
て
の
「夏
季
手
当
」が
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
・・・ま
た
ま
た
減
額
。

東日本ＮＴＴ関連合同労働組合東京支部

東京都千代田区岩本町2-17-4 米澤ビル1階 労働運動センター
TEL（03）5820-2070 FAX（03）5820-2080
E-mail hiro555@amber.plala.or.jp

http://www.n-kanrou.com

■発行責任者：奥山 信義 ■編集責任者：田原 博

■パワハラ・セクハラ・・・一緒に考え、闘います。派遣、パートのみなさんもお気軽にお電話ください。 ℡03-5820-2070




